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［ 本号の序論］ 

本ニューズレターにおいては、オンラインカジノを運営していたアメリカの上場企業が日本

で行った統合型リゾート(IR) に関する FCPA 違反の贈賄に関して、米国司法省と締結した起

訴猶予合意の詳細について説明を加えてきました。 2024年 12月号では事件の概要について

説明を行い、1 月号では起訴猶予合意の全文の翻訳を掲載するとともに、アメリカの刑事訴

訟手続との関係で起訴猶予合意がどのような位置づけを持つのかを説明しました。 本号で

は、そうした合意を締結する上で重要な役割を果たしている連邦量刑ガイドライン などを

中心とした量刑の実務について説明を試みます。 

 

米国の FCPA（海外腐敗行為防止法）は、1977年に連邦法として制定され、多国籍企業によ

る外国公務員への贈賄を抑止するための重要な法的枠組みを提供しています。この法律の制

定にはウォーターゲート事件を契機として明らかとなった米国企業の裏金問題が深く関わっ

ています。当時、米国の多国籍企業はグローバル市場での競争を理由に頻繁に賄賂を用いた

取引を行っていたことが背景にありました。このような行為はアメリカの大統領府を腐敗さ

せるだけでなく、発展途上国における経済や民主的統治基盤に深刻な悪影響を及ぼしていま

した。日本政府が巻き込まれたロッキード事件もその一例であり、FCPA 制定の後押しとな

りました。 

 

現在では FCPAを基盤とした内部統制やコンプライアンスの取り組みが他国でも理解され、

広まりつつあります。FCPA はグローバル市場の健全な発展や民主的な統治体制の確立を支
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える法的枠組みとして、汚職防止の先駆けとなりました。 現在、米国の大統領がトランプ

氏に変わったことにより、米国企業への FCPA に関する司法省の新たな刑事捜査は 180日間

停止されていますが外国企業に対する執行に変化は無いようです1。 

 

*************************** 

４. FCPA 違反に対する量刑について 

FCPA の執行において、量刑戦略は企業の協力を引き出すための最重要ツールとなっていま

す。近年、特に企業への制裁に関して、司法省は不祥事発生の自主開示を強力に推奨してお

り、積極的な開示を行う企業には大幅な罰金減免を認め、コンプライアンス強化を通じた企

業文化の改善を促進しています。 

このアメリカの実践は、わが国にとっても示唆に富むモデルを提供するものです。以下、そ

の具体的なアプローチを詳しく検討します。 

 

4.1  米国司法省による自主開示の促進 

FCPA 違反に関する企業への執行においては、企業側からの自主的な開示に対して大きなイ

ンセンティブを与える方法が確立してきています。多くの事例において、企業を起訴する事

はその存続を不可能にすることを意味します。米国法において企業自体を処罰することに対

して刑法理論上の制約はありません。わが国のように組織を処罰するには両罰規定を必要と

する実行犯重視の刑法理論とは大きく異なる点です。エンロンの不正会計に関与したアン

ダーセン会計事務所を起訴したことで大きな社会的混乱を招いた経験から、特に企業を処罰

する際に起訴猶予合意を用いる刑事執行の実務が FCPA 違反に関する事件を中心に活性化さ

れることになりました。 

 

2023年 1月に米国司法省の刑事部門は企業取締方針について説明を行っています。以下では

この司法省の説明をもとにその概要を整理し、特に企業犯罪に対する法執行の厳格化と自主

的な自己開示を促進するための新たなインセンティブについて解説します。 

 

不正行為を明らかにするには、捜査リソースとパートナーを活用するだけでなく、企業が自

主的に不正行為を報告することが不可欠です。この方針のもと、2016 年 4 月に FCPA パイ

ロット・プログラムが発表され、2017 年 11 月には FCPA 企業執行方針（CEP）として拡張

され、司法マニュアルに組み込まれました。2018 年以降、この方針はすべての企業案件に

適用されています。 

 

現行の政策では、企業が自主的に自己開示し、全面的に協力し、適時に適切な是正措置を講

じた場合、特定の悪化要因がない限り起訴を断念するとされています。悪化要因として、経

営陣の関与、不正による多大な利益、組織的な不正行為、犯罪常習性などが挙げられます。

さらに、M&A のデューデリジェンス過程で不正行為を発見し自主申告した企業には、起訴

猶予の可能性があります。 

 

 
1 https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/pausing-foreign-corrupt-practices-act-enforcement-to-further-

american-economic-and-national-security/ 
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企業が自主開示を行った場合、刑事上の解決が妥当と判断された場合でも、適用される量刑

ガイドラインの罰則範囲の下限から 50%の減額が適用される可能性があります。例えば、A

社は FCPA違反を自主開示し、全面的に協力し、是正措置を完了したため、起訴を免れまし

た。B 社の場合は過去の不祥事歴がありましたが早期発見と協力を評価され、親会社は有罪

答弁を回避できました。他方で自己開示を怠った場合には厳しい結果を招く可能性がありま

す。例えばC社は自主開示を行わず、消極的な協力と遅れた是正措置のために、量刑ガイド

ラインの下限と中間の範囲で罰金が決定され、有罪答弁を求められました。 

 

司法省は企業が正しい行動を取ることを奨励し、自主開示のメリットを明確に示しています。

昨年、副司法長官はすべての司法省部門に自主開示方針を定めるよう求め、それを踏まえた

CEPの改定を発表しました。この改定により、企業が不祥事を自主的に開示しなかった場合

でも、協力や是正措置を取ることへのインセンティブが強化されました。 

 

改訂版 CEP では、企業が以下の三要素を満たせば、悪化要因があっても起訴を免れる可能

性があります。(1) 不祥事を認識した時点で迅速に自己開示を行うこと、(2) 自主開示につな

がる効果的なコンプライアンスプログラムおよび内部会計統制システムを備えていること、

(3) 司法省の調査に積極的に協力し特別な是正措置を講じることです。 

 

さらに、企業が自主開示を行い、全面的に協力し、適時に適切な是正措置を講じた場合、刑

事再犯者でない限り、最低 50%、最大 75%の罰金減額が適用されます。刑事再犯者の場合、

減額の基準はガイドラインの範囲内で決定されます。本改定により、従来の最大 50%減額か

らさらに大きな引き下げとなりました。 

 

この改定は、自己開示、協力、是正措置を通じて企業が正しい行動を取るよう促すものであ

り、従わない企業には厳格な措置が取られます。企業は司法省の方針に従うことで初めて減

免の対象となるのであり、それらは特権として与えられるものではありません。 

 

日本の IR に関する事件では、企業自身による自己開示について積極的な評価を得ることが

できなかったため、連邦量刑ガイドラインに基づいて算定された罰金額の下限から 10%の減

額しか得ることができていません。しかし、もし企業が自己開示について司法省の評価を得

ることができれば、さらに罰金額が減額された可能性があることが分ります。そのようにし

て企業による自主的な自己開示を強く促すことで、その執行に協力する企業の範囲を大きく

拡張する方法は FCPAを特徴づけるものであり、「企業自身に企業の取り締まりを行わせる」

方法であると言われることもあります。 

 

4.2  企業自身が実施する内部調査のリーガルサービス 

上記で説明したように、企業自身による自主開示に大きなインセンティブを与えることが

FCPA 違反の取り締まりにおいて決定的に重要な役割を果たしています。そうした効果的な

自主開示を行うための実務として、企業が法律事務所に内部調査を依頼する場面が急増して

おり、大きなリーガルサービスの市場が出現しています。 

 

アメリカにおいて内部通報などにより FCPA違反の疑いが生じた場合、多くの企業はビジネ

ス系法律事務所に内部調査を依頼し、問題の特定やリスク評価を行います。この内部調査は、
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SEC（米国証券取引委員会）や DOJ（米国司法省）による調査への対応のみならず、司法省

との起訴猶予合意に向けた交渉においても重要な役割を果たします。企業が自主的に内部調

査を実施し、問題の全容を把握した上で当局に対して協力的な姿勢を示すことは、 企業に

有利な起訴猶予合意の獲得につながります。司法省は、企業が徹底した調査を行い、責任を

認め、どのような再発防止策を講じたかを重視します。つまり、法律事務所は証拠の収集、

関係者のインタビュー、財務記録の分析などを行い、調査結果を基に当局と交渉を進めるた

めに企業の支援を行います。 

 

こうした内部調査の市場は拡大傾向にあり、法律事務所への依頼費用は数百万ドルに及ぶこ

ともあります。多くの法律事務所は DOJ や SEC 出身の専門家を採用し、デジタルフォレン

ジックや財務分析の専門家と連携しながら調査を進めます。 

 

企業にとって、FCPA 違反への対応は法的リスクだけでなく、評判や財務の安定性にも関わ

る重要課題です。本事件の場合も、ビットマイニング社は内部調査を行っており、その結果

得られた情報を司法省に提供していることが起訴猶予合意の内容から分ります。  

 

わが国においては、企業の不祥事に関連して、日弁連の「企業等不祥事における第三者委員

会ガイドライン」に基づいた独立の第三者委員会の設置が大企業による標準的な対応となっ

てきており、この方法は行政等にも及んできています。ごく最近ではフジテレビが第三者委

員会を設置してセクハラに関連する不祥事の調査を行っています。しかし、第三者委員会の

メンバーを選任するプロセスは、不祥事を行ったとされる企業自身のイニシアチブによって

進められるため、企業側に有利な人選となるのではないかといった批判がなされることもあ

ります。また、そうした調査の結果として犯罪に相当する事実が発見された場合も、その調

査結果を日本の刑事司法手続きとどのような形で連携させるべきかについて制度的な手当は

存在しません。こうした点において、内部調査の段階から、企業自身による当局への自主開

示も視野に入れて展開されるアメリカの実務には学ぶべき点が多く含まれているように思わ

れます。 

 

また、企業の内部事情等に精通した法律事務所が内部調査を担当する場合、問題点に的を

絞った効率的な調査が可能となる可能性があります。最終的に司法省と起訴猶予合意につい

て交渉を行う場合にも、内部調査を行った法律事務所は企業を弁護する立場となるため調査

段階においても企業内部からの協力を引き出しやすい立場にあると言えそうです。 

 

4.3  連邦量刑ガイドラインについて 

この事件において、起訴猶予合意の罰金額を定めるにあたり、連邦量刑ガイドラインがその

基準として用いられ、それに基づいて算出された罰金額に会社側が同意していることが記載

されています。また、この事件の特殊な状況として、会社側が財務状況について証拠を提出

した上で罰金額の大幅な減免 (54 百万ドルから 10 百万ドルに減額)を認められています。こ

れも司法省が用いる別のガイドラインに基づいて認められたものですが、その詳細について

の説明は省略します。この点からも明らかなように、会社側の誠実な対応に対しては罰金額

の決定に関して十分な考慮がなされていることが分ります。 
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アメリカの連邦量刑ガイドライン（United States Sentencing Guidelines, USSG）は、連邦裁判

所における刑事事件の量刑を統一し、公正で一貫性のある判決を確保するために制定されま

した。このガイドラインは、1984 年に制定された「包括犯罪管理法（Comprehensive Crime 

Control Act of 1984）」に基づき、1987 年から適用されています。ガイドラインの策定を担

当するのは「米国量刑委員会（United States Sentencing Commission, USSC）」であり、裁判

官が適切な量刑を決定する際の指針として機能しています。 

 

このガイドラインが導入された背景には、以前の量刑制度の不均一性がありました。従来の

連邦裁判所では裁判官の裁量が広く、同じ犯罪であっても裁判官ごとに大きく異なる判決が

下されることがありました。また、特定の犯罪に対する軽すぎる判決や厳しすぎる判決が問

題視されていました。これに対し、連邦量刑ガイドラインは、犯罪の性質や加害者の行動を

細かく分類し、それに応じた基準を提供することで、量刑の公正性と予測可能性を向上させ

ることを目的としています。 

 

ガイドラインは、犯罪の重さ（Offense Level）と被告の前科歴（Criminal History Category）

を基準に量刑を決定する仕組みになっています。まず、犯罪ごとに基本となる量刑の範囲が

設定されており、その後、加重要因や軽減要因を考慮して調整が行われます。例えば、犯罪

の計画性、被害者への影響、共犯者の有無などが考慮される要素になります。 他方で、被

告が捜査に協力した場合や自発的に違法行為を是正した場合などは、量刑の軽減要因となり

ます。 

 

特に、本件のような FCPA違反を含むホワイトカラー犯罪に対する適用には独自の特徴があ

ります。FCPA 違反は、主に米国企業や個人が海外の政府関係者に賄賂を提供したり、不適

切な会計処理を行ったりすることを規制する法律ですが、連邦量刑ガイドラインにおいては

「詐欺および経済犯罪（Fraud and Economic Crimes）」のカテゴリに分類されます。このカ

テゴリでは、主に被害額や不正に得た利益の規模が量刑に大きく影響を与えます。たとえば、

不正利益が 1億ドルを超える場合、基本の量刑が大幅に加重される可能性があります。 

またホワイトカラー犯罪では、組織的な関与や役員レベルでの関与があったかどうかも考慮

されます。本件のように企業が違反を犯した場合、個人の責任だけでなく、法人としての責

任も問われることが少なくなく、司法省（DOJ）や証券取引委員会（SEC）による執行の一

環として、企業自体が巨額の罰金を科されることが一般的です。また上記で説明したように、

その際に企業が自主的に違反を開示し、調査に全面的に協力した場合は、ガイドラインに基

づき罰金額が軽減される十分な可能性があります。 

 

さらに FCPA違反では、企業が有効なコンプライアンス・プログラムを持っていたかどうか

も考慮されます。企業が内部統制を強化し、贈収賄の防止に努めていた場合、それが量刑に

おける軽減要因となることがあります。他方で、明らかに管理がずさんであったり、経営陣

が違法行為を黙認していた場合、量刑はより厳しくなる傾向があります。そのため企業はコ

ンプライアンス体制の整備を強く求められるようになり、多くの国際企業が贈収賄防止の取

り組みを強化しています。 

 

もっとも、連邦量刑ガイドラインは裁判官にとって拘束力のある規則ではなく、2005 年の

「United States v. Booker」判決以降、あくまで参考基準としての位置づけとなっています。



 

6 

 

この判決により、裁判官はガイドラインに基づかない判決を下すことも可能となりましたが、

依然として多くのケースでガイドラインが量刑の決定に重要な役割を果たしています。 (次

号に続く) 

 

 

◆ One Asia Lawyers ◆ 

「One Asia Lawyers Group」は、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで

包括的なリーガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワ

ークです。One Asia Lawyers Group は、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバ

ーファームを有し、各国の法律のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラ

クティカルで、シームレスなリーガルサービスを提供しております。  

この記事に関するお問い合わせは、ホームページ  https://oneasia.legal または

info@oneasia.legal までお願いします。 

なお、本ニュースレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グル

ープ・メンバーファームの法的アドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分は

執筆者の個人的見解であり当グループ・メンバーファームの見解ではございません。一般的

情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個

別具体的事案に係る問題については、必ず各メンバーファーム・弁護士にご相談ください。 

 

◆ アジア ESG/SDGs プラクティスグループ ◆ 

One Asia Lawyers は、ESG・SDGs と人権 DD に関して、東南アジア・南アジア・オセアニ

アなどの海外においても、各国の法律実務に精通した専門家が、現地に根付いたプラクティ

カルなアドバイス提供およびニューズレター、セミナーなどを通じて情報発信を行っていま

す。ESG・SDGs・人権 DD に関連してご相談がございましたら、以下の各弁護士までお気軽

にお問い合わせください。 
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<著者／アジア ESG/SDGs プラクティスグループ> 

 

齋 藤 彰 

One Asia Lawyers Group 顧問 

弁護士・神戸大学名誉教授・CEDR 認定調停人 

大手海運会社で北米・紅海・欧州向けの自動車専用船の運行管理

を経験したのち、研究者への転身を決意。神戸大学法学研究科で

比較契約法・国際取引法・国際 ADR 等の教育研究に従事し、学

生の国際模擬仲裁大会参加等を促進することにより、法律学のグ

ローバル化に努めてきた。また法科大学院生の海外インターン

シップ制度や英語による LL.M.プログラムの創設を主導した。そ

の間に、ICC 仲裁及び調停の実務にも従事し、英国を代表する 

ADR 機関であるCEDR の調停スキルトレーニング（CEDR 

MST）の日本での初の実施に尽力した。2018 年からOne Asia 

Lawyers の顧問に就任し、実務・教育・研究の架橋に勤めてき

た。ビジネスと人権及び海外腐敗慣行防止に向けた規律枠組みの

最新動向の調査研究にも取り組んでいる。 

akira.saito@oneasia.legal 

 

難 波 泰 明 

弁護士法人 One Asia 大阪オフィス パートナー弁護士アジア 

ESG/SDGs プラクティスグループ リーダー 

国内の中小企業から上場企業まで幅広い業種の企業の、人事労

務、紛争解決、知的財産、倒産処理案件などの企業法務全般を取

り扱う。個人の顧客に対しては、労働紛争、交通事故、離婚、相

続等の一般民事事件から、インターネット投稿の発信者情報開

示、裁判員裁判を含む刑事事件まで幅広く対応。その他、建築瑕

疵、追加請負代金請求などの建築紛争、マンション管理に関する

理事会、区分所有者からの相談や紛争案件も対応。行政関係で

は、大阪市債権管理回収アドバイザーを務めるなど、自治体から

の債権管理回収に関する個別の相談、研修を担 当。包括外部監査

人補助者も複数年にわたり務め、活用賞を受賞するなど、自治体

実務、監査業務にも精通している。 

yasuaki.nanba@oneasia.legal 

06-6311-1010 
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佐野 和樹 

One Asia Lawyers パートナー弁護士（日本法） 

ミャンマー・マレーシア統括 

アジアESG/SDGsプラクティスグループ 

2013年よりタイで、主に進出支援・登記申請代行・リーガルサ

ポート等を行うM&A Advisory Co., Ltd.で3年間勤務。2016年の

One Asia Lawyers設立時に参画し、ミャンマー事務所・マレーシ

ア事務所にて執務を行う。2019年にミャンマー人と結婚し、現在

はミャンマーに居住しながらミャンマー・マレーシア統括責任者

として、アジア法務全般のアドバイスを提供している。  

kazuki.sano@oneasia.legal 

 

 

 

 


